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（４）飲酒・喫煙に類する行為について 

校内においては酒類（成人の飲用を想定したノンアルコール飲料も含む）の持ち込

み・飲用を禁止しています。また，校内は分煙のため，喫煙所を利用する学生は，年度

ごとに「喫煙所使用願」を学生支援係へ提出し，学生主事の許可を得てください。未成

年者の喫煙の場に同席した場合は指導処分を受ける場合があります。 

喫煙に類する（外見から判断がつきにくい）行為，具体的には電子製品（VAPE やシー

シャ）を用いたリキッドや CBD 等を吸引する行為についても，未成年者への販売が自主

規制されている点や健康への影響，違法薬物の混入など，学生の皆さんの将来に影響が

出る可能性があるので，全学生において校内への持ち込み・使用を禁止とします。 

（５）スマートフォン（携帯電話）等の使用について 

校内への持ち込みは可能ですが，以下のルールを守って使用してください。ルールを

守れない場合は指導処分の対象となります。 

① 校内における利用制限について 

 授業時間中の使用は原則禁止です。また，音や映像により他人に迷惑をかける行

為を禁止します（常時マナーモード又は電源を切ること）。 

② インターネットの利用にあたっては，本校学生としての品位を保ち，社会の一員

としての自覚と責任を持ってください。特に SNS（Facebook，X，LINE 等），メール

等における，次のような行為を禁止します。 

・ 他人の悪口や見た人を不快にさせるような書き込み 

・ 当人の許可を得ず，個人情報（写真，動画を含む）を掲載する行為 

・ 違法行為を特定又は類推させるような言動を掲載する行為 

・ 自分の個人情報を掲載する行為 

・ その他，本校，教職員，在校生，卒業生及び修了生の社会的評価を失墜させ

る行為 

 

６ 高松キャンパス後援会 

（１）学生の育成を全うするため，学校の教育研究事業を助成することを目的とするもの

ですので，ご入会ください。 

（２）入会金  ８，０００円（本校を卒業し，引き続き専攻科へ入学する場合は免除） 

   会 費  ６，０００円（半期） 

 

７ 高松工業会 

（１）専攻科修了後の同窓会活動に関するものですので，ご入会ください。 

（２）入会金 １０，０００円（本校卒業生は免除） 

 

８ 学生の居室 

専攻科棟に専攻科生が各自で使用できる机，椅子等がコース別の居室に用意されていま

す。 

機械工学コース  ：専攻科棟１階 機械工学コース共同実験室（１） 

電気情報工学コース：各特別研究指導教員の研究室 
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機械電子工学コース：専攻科棟４階 ゼミ・談話室 

建設環境工学コース：建設環境工学棟３階 ゼミ室 

 

９ 専攻科棟等出入のカードキーの交付について 

専攻科棟（時間外）や地域イノベーションセンターを出入りするためにはカードキーの

交付を受ける必要があります。指導教員を通じて年度ごとに交付を受けてください。 

 

10 専攻科棟の出入について 

専攻科棟へ休日又は平日の２３時以降に出入する場合は，事前に届けが必要です。Ⅷ「専

攻科棟の休日および夜間使用について」に従って届けてください。 

 

11 学会発表等に伴う交通費等の補助について 

教員に同行して学会で研究発表等を行う場合，後援会からの補助があります。さらに，

教育研究支援基金及び国際交流支援基金に申請し，採択されれば，交通費，宿泊費等に対

して一定の補助が受けられる場合があります。詳細はⅧ 「香川高等専門学校教育研究支援

基金及び国際交流支援基金に関する申合せ」を参照してください。年２回募集があるので，

専攻科棟１階の掲示を確認する習慣をつけてください。 

 

12 創造工学専攻学生向け掲示板等について 

専攻科棟１階に，専攻科生用の掲示板があります。 

次の学内限定 URL から創造工学専攻で必要となる各種書類及び行事予定表をダウンロー

ドできます。 

https://www.kagawa-nct.ac.jp/AV/local/ 

 

13 諸手続一覧（高松キャンパス）について 

学則，学生準則及びその他諸規程における手続きに要する所定の用紙は下記一覧表の担

当係にあるので，遅延なく手続きをするよう心掛けてください。 

（１）交付を受けるもの 

種類 交付係 時期 備考 

学 生 証 学務係 1 学年の始め 
原則，デジタル学生証で

の交付とする 

（２）願い出て交付を受けるもの 

種類 交付係 時期 備考 

学 生 証 学務係 
紛失等により再交付
を願い出るとき 

(再交付願) 

在 学 証 明 書 〃 必要時 

(就職・進学等書類交付願)

就職についてはキャアサ

ポートセンターを経由の

こと 

必要時(1 週間前まで) 

成 績 証 明 書 〃 〃 

(就職・進学等書類交付願)

就職についてはキャアサ

ポートセンターを経由の

こと 

必要時(1 週間前まで) 
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卒 業 見 込 証 明 書 学務係 必要時 

(就職・進学等書類交付願)

就職についてはキャアサ

ポートセンターを経由の

こと 

必要時(1 週間前まで) 

修 了 見 込 証 明 書 〃 〃 

(就職・進学等書類交付願)

就職についてはキャアサ

ポートセンターを経由の

こと 

必要時(1 週間前まで) 

卒 業 証 明 書 〃 〃  

修 了 証 明 書 〃 〃  

健 康 診 断 書 保健室 必要時(1 週間前まで) 

(就職・進学等書類交付願)

就職についてはキャアサ

ポートセンターを経由の

こと 

学 生 旅 客 運 賃 割 引 証 学生支援係 必要時  

通 学 証 明 書 〃 必要時(3 日前まで)  

在 寮 証 明 書 学生生活係 必要時  

（３）届け出るもの 

種類 交付係 時期 備考 

誓 約 書 学務係 入学時  

選 択 科 目 履 修 届 〃 
(前期) 4 月指定日まで 

(後期)10 月指定日まで 
 

住 所 変 更 届 〃 その都度  

身 上 異 動 届 〃 〃  

保 護 者 等 変 更 届 〃 〃  

海 外 渡 航 届 〃 〃  

事 故 届 学生支援係 〃  

交 通 違 反 届 〃 〃  

被 害 届 〃 〃  

（４）願い出て許可を受けるもの 

種類 交付係 時期 備考 

休 学 願 学務係 その都度  

復 学 願 〃 〃  

退 学 願 〃 〃  

追 試 験 願 〃 登校後 1 週間以内  

他 専 攻 の 授 業 科 目 履 修 願 〃 
(前期) 4 月指定日まで 

(後期)10 月指定日まで 
 

他 大 学 等 の 授 業 科 目 履 修 願 学務係 
(前期) 4 月指定日まで 

(後期)10 月指定日まで 
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修 業 年 限 変 更 願 〃 その都度  

学 生 団 体 結 成 願 〃 必要時  

校 外 団 体 参 加 願 〃 必要時  

集会(催物,その他の行事)許可願 学生支援係 随時(1 週間前まで) 教室等使用の場合 

施 設 ・ 設 備 使 用 許 可 願 〃 随時  

通 学 方 法 申 請 書 〃 １年生：入学時 

四輪・二輪 125cc 超： 

原則毎月 20 日〆切とし，

審議のうえ，翌月１日か

ら許可 

自 動 二 輪 車 通 学 許 可 願 〃 
新規：7 月・1 月 

車種変更等がある者： 
随時 

別途指定する。 

学期途中での自動二輪車

への通学方法の変更は，

特別な理由がない限り原

則として認めない。 

長 期 休 業 中 通 学 許 可 願 兼 
通 学 証 明 書 交 付 願 

〃 長期休業前 
寮生のうち長期休業中自

宅から通学を希望する者 

通 学 自 転 車 変 更 届 〃 随時 
通学自転車に変更がある

場合 

ステッカー(自転車・自動二輪車)
再 交 付 願 

〃 必要時 
自転車・自動二輪車の変

更なく，ステッカーが剥

がれた，紛失の場合など 

合 宿 許 可 願 〃 必要時(1 週間前まで)  

和 敬 館 使 用 許 可 願 〃 〃  

喫 煙 所 使 用 願 〃 随時 年度毎に願出が必要 

入学料 免除/徴収猶予 申請書 〃 指定期日  

授業料 免除/徴収猶予/月割分納 
申 請 書 

〃 
指定期日 

免除・猶予は年 2 回 
 

各 種 奨 学 金 等 申 請 書 〃 指定期日  

入 寮 願 学生生活係 入寮時  

入 寮 誓 約 書 〃 〃  

退 寮 願 〃 退寮時(1 週間前まで) 
当該年度修了予定者も 

1 月中旬に提出必要 

継 続 在 寮 願 〃 1 月中旬 
引き続き，翌年度も 

在寮を希望する場合 

休 寮 願 〃 その都度  

復 寮 願 〃 〃  

鍵 交 付 等 申 請 書 施設係 
その都度 

(指導教員を通じ，年度毎

に交付を受ける) 

専攻科棟(時間外)･地域

イノベーションセンター

の出入りにカードキーの

交付が必要 

鍵 交 付 等 申 請 書 

(起業家工房カードリーダー用) 
研究協力係 

その都度 
(指導教員・顧問等を通じ，

年度毎に交付を受ける） 

起業家工房の出入りにカ

ードキーの交付が必要 

専攻科生(希望者)が対象 

 

 

− 14− − 15−



（５）インターンシップ関連 

種類 交付係 時期 備考 

申 込 書 

キャリアサポート

センター 
随時 国内 

学務係 〃 
海外(様式は通常と異な

る) 

報 告 書 

キャリアサポート

センター 
随時 国内 

専攻長 〃 海外 

単 位 申 請 書 学務係 
1 年次または 
2 年次の 1 月 

 

（６）その他 

種類 交付係 時期 備考 

就 職 試 験 報 告 書 
大 学 院 入 学 試 験 報 告 書 

専攻長 随時  

教育研究支援金・国際交流支援 
事 業 金 助 成 申 請 書 

学務係 必要時 4 月と 9 月に募集する 

学 会 発 表 旅 費 等 申 請 書 
学 会 発 表 旅 費 等 請 求 書 

学務課 
課長補佐 

〃  

 

14 授業時間割について 

授業時間割は次のとおりです。 

【通常】 

（予鈴） （８：４０） 

１コマ  ８：５０ ～ １０：２０ 

２コマ １０：３０ ～ １２：００ 

昼休み １２：００ ～ １２：５０ 

（予鈴） （１２：４０） 

３コマ １２：５０ ～ １４：２０ 

４コマ １４：３０ ～ １６：００ 

【大掃除】 

大掃除 １２：５０ ～ １３：１０ 

３コマ １３：１０ ～ １４：４０ 

４コマ １４：５０ ～ １６：２０ 

【試験期間中】 

（予鈴） （８：４０） 

１コマ  ８：５０ ～ １０：２０ 

２コマ １０：３５ ～ １２：０５ 

昼休み １２：０５ ～ １３：００ 

（予鈴） （１２：５０） 

３コマ １３：００ ～ １４：３０ 

４コマ １４：４５ ～ １６：１５ 
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15 自然災害（台風等）による休校について 

（１）午前６時の時点で，香川県高松地域（除く直島町）,中讃地区又は東讃地区（除く東

かがわ市）いずれかの市・町（注１）に，「大雨警報」「暴風警報」「洪水警報」（以下

「警報」という。）のいずれかの警報が発令されていれば休校とし，授業等（注２）は

行いません。 

ただし，午前９時までに警報が解除された場合は，当日の５限目以降の授業等を行

います。 

（２）午前６時以降（登校中）に上記警報が発令された場合は，休校となるので安全な経

路･方法により，速やかに自宅に戻ってください。 

（３）居住地域で警報が発令された場合は，自宅で待機してください。 

（４）登校に際し安全な通学路が確保できない場合は，学校に連絡し，指示を受けてくだ

さい。 

（５）登校後，上記の警報が発令された場合又はその他の自然災害（大雪・地震等）が発

生した場合は，別途指示します。 

（６）休校，休講の場合は，指示された日に補講を受けてください。 

（７）学生又は保護者等の身体や自宅等に被害が生じたときは，速やかに指導教員又は学

務課に連絡してください。 

（注１）該当する市町名称：高松市，さぬき市，三木町，丸亀市，坂出市，善通寺市， 

             宇多津町，綾川町，琴平町，多度津町，まんのう町をいう。 

（注２）通常の授業，研究・課外活動，集中講義，補講，課外活動，インターンシップ等 

    の学生が参加する活動をいう。 

 

16 各種相談制度について 

（１）学生相談 

学生相談室は，下記のための場所です。 

① 学生からの相談 

② 保護者等からの相談 

③ 教職員に対するコンサルテーション 

学生相談室では，学生の皆さんが心穏やかに，豊かで充実した高専生活を送れるよう，

学校生活における様々な相談をお受けします。友人や家族との人間関係に関する悩み，

就職か進学かという進路についての悩み，学業や寮生活に関する悩み等，特に大きな悩

みでなくても何か心にひっかかることがあればいつでも気軽にご利用ください。学生相

談室員は，皆さんの心に寄り添いながら，悩みを解決する糸口を見つけることができる

ようにお手伝いをさせていただきます。相談内容についての秘密は必ず守りますので安

心して「学生相談室」の札を掲示している室員の部屋をノックしてください。 

本校の相談室には，室員（本校教職員）のほかに，公認心理師・臨床心理士の資格を

持つカウンセラーと社会福祉学に基づく支援を行うスクールソーシャルワーカーもい

ます。カウンセラーは，週に２～３回来校し，図書館棟３階の学生相談室で学生，保護

者等，教職員を対象に専門的なカウンセリングを行ってくれます。カウンセラーによる

面談日等については，本校ホームページ及び各Ｈ・Ｒ教室や学生相談室に掲示してあり
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ます。ただし，それ以外の日時でもカウンセラーの都合がつけば面談ができますので，

室員に申し出てください。スクールソーシャルワーカーは，週に１～２回来校し，キャ

リアサポート相談室等で勉強のこと就職のことなど幅広い相談を受け付け，支援方法を

ともに模索します。 

学生相談室専用メールアドレスを以下に記します。カウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーとの面談予約，相談室員との面談希望，また相談等に気軽にご利用ください。 

 【学生相談室専用メールアドレス】soudan@t.kagawa-nct.ac.jp 

（２）健康相談 

毎年春季に学生定期健康診断を実施していますが，これとは別に毎月１回学校医によ

る健康相談日を設けて，相談に応じています。 

体に不安がある学生は相談してください。場所は保健室で，日時はその都度周知しま

す。 

また，毎月１回専門医（精神科医）によるこころの相談を実施しています。保健室で

予約ができます。気になることがあれば，気軽にいつでも来室もしくは連絡してくださ

い。 

 【保健室メールアドレス】hokenshitsu@t.kagawa-nct.ac.jp 

（３）いじめ連絡窓口 

本校では，「一定の人的関係にある他の学生が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象とな

った学生が心身の苦痛を感じているものを「いじめ」と定義しています。「いじめ」を

受けている又は他の学生が「いじめ」を受けていることを知っている学生からの情報提

供を以下のいじめ連絡窓口（Forms）で受け付けています。ささいなことでも構いませ

ん。気になることがあれば，気軽にいつでも連絡してください。 

  https://forms.office.com/r/zF8suzEq3n 

 

 

 

17 指導処分について 

法律に違反する行為や学校の諸規則に触れる行為があった場合，以下の指導処分が行わ

れます。 

【指導処分】 

警告・担任注意・学生主事補注意・学科長注意・専攻長注意・学生主事注意 

【懲戒処分】 

校長訓告・停学（３～１４日間）・無期停学・退学 
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− 32− − 33−



− 32− − 33−



− 34− − 35−



− 34− − 35−



− 36− − 37−



− 36− − 37−



− 38− − 39−



− 38− − 39−



− 40− − 41−



− 40− − 41−



− 42− − 43−



− 42− − 43−



− 44− − 45−



− 44− − 45−



− 46− − 47−



− 46− − 47−



− 48− − 49−



− 48− − 49−



− 50− − 51−



− 50− − 51−



− 52− − 53−



− 52− − 53−



− 54− − 55−



− 54− − 55−



− 56− − 57−



− 56− − 57−



− 58− − 59−



− 58− − 59−



第３号様式

令和 年 月 日

追 試 験 願
（イノベーション創造型連携教育プログラム）

香川高等専門学校長 殿

専 攻 名 専攻

学籍番号

氏 名

受験できないので

私は，下記の理由により定期試験を ，追試験を許

受験できなかったので

可くださるようお願いします。

記

１．理 由（証明書等添付） 
 
 
 
 

２．試験科目 

定期試験月日 試 験 科 目 担当教員名 

   

   

  
 

   

   

   

注 この願いは，所定の期日までに，各キャンパスの教務担当係に提出する  
こと。 

− 60− − 61−



− 60− − 61−



− 62− − 63−



− 62− − 63−



− 64− − 65−



− 64− − 65−



− 66− − 67−



− 66− − 67−



− 68− − 69−



− 68− − 69−



− 70− − 71−



− 70− − 71−



− 72− − 73−



− 72− − 73−



− 74− − 75−



− 74− − 75−



− 76− − 77−



− 76− − 77−



− 79−− 79−− 78−







− 79−− 79−− 78−



− 80− − 81−



− 80− − 81−



− 82− − 83−



− 82− − 83−



− 84− − PB−








